（様式第３号） 


再就職に係る誓約書

私は、このたび次の営利企業等に再就職するに当たり、福井県職員の退職管理に関する要綱第５条に基づき、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第６節の２の退職管理に係る規定、福井県職員の退職管理に関する条例（平成２８年福井県条例第２号）および福井県職員の退職管理に関する要綱を誠実に遵守することを誓約します。

（再就職先名） 
	




 　　
年　　月　　日 

福井県知事　　 様
　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞















退職管理制度のポイント

１．現職県職員への働きかけの禁止（法第38条の2、条例第2条等）
・再就職者は、現職県職員に対して、職務上の行為をする（しない）ように、要求
または依頼することが禁止されます。
・規制に違反した再就職者は、法律により刑罰または過料が科せられます。また、働
きかけに応じて不正な行為を行った職員は刑罰が科せられます。
・再就職者から働きかけを受けた職員は、人事委員会にその旨を届け出なければな
りません。違反行為の疑いがある場合、任命権者が事実関係を調査します。
　（働きかけ規制の概要）
	規制の対象
	禁止される働きかけの内容
	規制期間

	全ての再就職者
	離職前５年間の職務に関する働きかけ
	離職後２年間

	
	在職中に自らが最終決定した契約・処分に関する働きかけ
	期間の定めなし

	部長級職員であった者
	離職前５年より前に部長級職員として関与した職務に関する働きかけ
	離職後２年間

	次長級・課長級(参事級を除く)職員であった者
	離職前５年より前に次長級・課長級職員として関与した職務に関する働きかけ
	離職後２年間



２．再就職状況の届出の義務化（法第38条の6の第2項、条例第3･4条等）
・再就職が決まった職員に対して、再就職情報の届出が義務付けられます。
・再就職者についても、離職後２年間、再就職情報の届出が義務付けられます。

３．再就職状況の公表（要綱第6条）
・再就職情報を毎年１回、公表します。
